
 

第５学年 学年だより 

平成３０年度 １月号 

名古屋市立千種小学校 平成３１年１月７日発行 

新たな気持ちで１年を始めよう！ 

あけましておめでとうございます。 

今日から３学期が始まりました。５年生としての締めくくり 

の期間と、最高学年へ向けての心や生活態度の準備を始める期 

間であることをしっかり心に留め過ごしていってほしいと思い 

ます。まだまだ寒い日が続きますが、子どもたちの健康管理が 

行き届くよう支援をしていきたいと思います。本年もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                   

７日（月）始業式 下校 11:40 

８日（火）給食開始 

１０日（木）外国語活動 

１１日（金）委員会活動 

１４日（月）祝成人の日 

１５日（火）避難訓練 

１７日（木）月曜日時間割（２限は外国語活動） 

      スクールカウンセラー来校 

１８日（金）身体測定 クラブ活動 

２０日（日）家庭の日 

２２日（火）第二幼稚園交流会 

２４日（木）視力検査 外国語活動 

２６日（土）授業参観２～３限 12：05 学年下校 

２８日（月）振替休業日 

２９日（火）月曜日時間割（６限は通常通り火曜日６限） 

３１日（木）外国語活動 

生活目標  やさしい心をもって行動する子 １月行事予定 

 １月の集金予定 １月４日（金）に引き落とされました。 

 給食費 ３，８００円＋学年費 ６８０円＋PTA会費１月分＋手数料１０円 

 

 

２月の集金予定 ２月１日（金）に引き落とされる予定です。 

 給食費 ３，８００円＋学年費 １，２００円＋PTA会費２月分＋手数料１０円 

 

 

 

 

 

〈学年費の内訳〉エプロン 890円 ミラクルミラーステージ（図画工作）310円 

〈学年費の内訳〉漢字ドリル(３学期)340円  計算ドリル(３学期)340円 



 
 

名古屋市では「児童生徒の通学時における負担軽減のあり方を考えるプロジェクト会議」におい

て、児童生徒の携行品にかかる学校の対応について協議してきました。その結果、児童生徒の身体

への負担軽減に向けた取り組みが必要であるとの考えがまとめられました。 

この結果を受けて、本校では以下のように学校に置いて帰ってもよい学習用具を選びましたので、

お知らせします。 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

【国語】 まんがに対する考えを文章に表そう 

【社会】 情報を生かすわたしたち わたしたちの生活と森林 

【算数】 割合 

【理科】 もののとけ方 

【音楽】 にっぽんのうた みんなのうた（３） 

【図工】 じっと見つめてみると  

【家庭】 ミシンにトライ！ 

 

 

【体育】 バスケットボール 

【外国語】 I study Japanese. 

 【総合的な学習

の時間】 
幼稚園児と交流しよう 

【道徳】 真理をたん究する 

平成３０年度版 学校に置いて帰ってもよい学習用具 

○ 国語 ・・・・・書写の教科書、書写練習帳、習字道具 

○ 社会 ・・・・・目で見るきょうど、きょうどの学習（学習帳） 

○ 算数 ・・・・・三角定規、分度器、コンパス 

○ 理科 ・・・・・わたくしの観察実験（学習帳） 

○ 生活科・・・・・わたしのあゆみ（学習帳） 

○ 音楽 ・・・・・音楽ワーク、鍵盤ハーモニカ及び唄口、リコーダー 

歌はともだち 

○ 図工 ・・・・・絵の具セット 

○ 家庭科・・・・・楽しい家庭科の学習（学習帳）、裁縫道具 

○ 体育 ・・・・・体操服、体育館シューズ 

○ 道徳 ・・・・・道徳の教科書 

○ 外国語活動・・・Ｈｉ Ｆｒｉｅｎｄｓ、Ｗｅ Ｃａｎ（学習教材） 

○ その他・・・・・道具箱とその中身 

 

 ※ 上記の学習用具は学期末に順次持ち帰り、保護者の方に内容を確認して 

いただいたり、不足している用具を補充していただいたりします。 

※ 上記の学習用具の中には、使用する学習が終わったら持ち帰らせるものも 

あります。 

※ 上記の学習用具は、原則教室内で保管しますが、難しい場合は施錠の 

できる別教室に保管することもあります。 

※ 学習用具には、必ず記名をするように指導します。ご家庭から新しく 

持ってくる場合にも、必ず記名をお願いいたします。 

 ※ 上記の内容は、必要に応じて変更することがあります。その際には、 

保護者の方にお伝えします。 


